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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年2月19日(2015.2.19)

【公開番号】特開2013-232621(P2013-232621A)
【公開日】平成25年11月14日(2013.11.14)
【年通号数】公開・登録公報2013-062
【出願番号】特願2012-285132(P2012-285132)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/40     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/768    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５７０　
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５０２Ｒ
   Ｇ０３Ｆ    7/40     ５１１　
   Ｈ０１Ｌ   21/28     　　　Ｌ
   Ｈ０１Ｌ   21/90     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成26年12月24日(2014.12.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１２】
前記液処理部に、疎水化剤が貯留される第２の供給源が設けられ、
前記第２の供給源と前記第１の供給源とが、所定の配管により接続される、請求項１１に
記載のパターン形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　カセットステーションＳ１には、カセットステージ２４と搬送アーム２２（図６）とが
設けられている。カセットステージ２４には、複数枚（例えば２５枚）のウエハＷを収容
可能な複数の（図示の例では４つの）カセットＣが置かれる。以下の説明において、カセ
ットＣが並ぶ方向を、便宜上、Ｘ方向とし、これに直交する方向をＹ方向とする。
　搬送アーム２２は、カセットステージ２４上のカセットＣと処理ステーションＳ２との
間でウエハＷの受け渡しを行なうため、昇降可能、Ｘ方向に移動可能、Ｙ方向に伸縮可能
、鉛直軸まわりに回転可能に構成されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
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　薬液供給ノズル５は、図８に示すように、カップ６の外側に配置され水平回動及び昇降
機能を有する移動機構２０に連結される回動・昇降アーム２５によって支持されている。
移動機構２０により、薬液供給ノズル５は、カップ６の外側位置（点線で示す位置）と、
ウエハＷの中央上方の位置（実線で示す位置）との間で移動可能である。また、薬液供給
ノズル５は、有機溶剤を貯留する薬液供給源３９に薬液供給管３９Ｃを介して接続されて
おり、薬液供給源３９から供給される有機溶剤をウエハＷに対して供給することができる
。また、本実施形態においては、薬液供給管３９Ｃに分岐管３９Ｂが接続され、分岐管３
９Ｂは添加剤供給源３９Ａに接続されている。添加剤供給源３９Ａには、例えばシリル化
剤などの疎水化剤（後述）が貯留されており、図示しないバルブの切り換えにより、薬液
供給源３９から供給される有機溶剤に対して疎水化剤を添加することができる。
　なお、薬液供給管３９Ｃ及び分岐管３９Ｂに、有機溶剤及び疎水化剤の流量を調整する
流量調整器を設けて良いことは勿論である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　サセプタ５７は、円板形状を有し内部にヒータ６８を有している。ヒータ６８は温度調
整器６９と接続され、これによりサセプタ５７の温度が所定の温度に調整される。また、
サセプタ５７の上面には、ウエハＷを支持する複数の（例えば３個の）支持ピン５８が設
けられている。サセプタ５７は、ウエハＷと等しいか又は僅かに大きい直径を有しており
、好ましくは、高い熱伝導率を有する熱伝導率、例えば炭化ケイ素（ＳｉＣ）やアルミニ
ウムにより形成される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　また、図９に示すように、ベースプレート５５の内部には、冷却水の流水路５５ａが形
成されている。そして、流水路５５ａには冷却水供給装置７０から冷却水が供給され、ベ
ースプレート５５全体が所定の温度に冷却される。また、ベースプレート５５上に設けら
れサセプタ５７を支持する支柱５６は、例えばアルミニウムで形成されることが好ましい
。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　ウエハチャンバ５１内を不活性ガスによりパージしている間に、サセプタ５７のヒータ
６８により、支持ピン５８に支持されるウエハＷが所定の温度に加熱される。所定の時間
経過後、ヒータ６８への電力の供給を停止すると、ウエハＷの熱が、支持ピン５８及びサ
セプタ５７を通してベースプレート５５へ伝わり、ウエハＷが例えば室温（約２３℃）程
度まで冷却される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００７１】
　また、第２の実施形態において、液処理ユニット３１と紫外光照射ユニット４０とが組
み込まれたパターン形成装置１０を説明したが、液処理ユニット３１と紫外光照射ユニッ
ト４０とは、パターン形成装置１０に組み込まれることなく、パターン形成装置１０と別
体に設けられても良い。また、他の実施形態においては、液処理ユニット３１と紫外光照
射ユニット４０とを一体に構成しても良い。更に別の実施形態によるパターン形成装置は
、液処理ユニット３１と塗布ユニット３２と紫外光照射ユニット４０とを組み合わせるこ
とにより構成しても良い。また、紫外光照射ユニット４０のサセプタ５７はヒータ６８を
有しており、紫外光照射ユニット４０内においてブロック共重合体の膜が加熱されるが、
ブロック共重合体の膜を加熱する加熱部を紫外光照射ユニット４０内にではなく、紫外光
照射ユニット４０と別個に設けても良い。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　２１・・・膜
　ＰＬ・・・フォトレジスト層
　Ｓ１・・・カセットステーション
　Ｓ２・・・処理ステーション
　Ｓ３・・・インターフェイスステーション
　３１・・・液処理ユニット
　　５・・・薬液供給ノズル
　３２・・・塗布ユニット
　３９・・・薬液供給源
　３９Ａ・・・添加剤供給源
　４０・・・紫外光照射ユニット
　５１・・・ウエハチャンバ
　５２・・・光源チャンバ
　５７・・・サセプタ
　５８・・・支持ピン
　６８・・ヒータ
　８１・・・不活性ガス供給源
　ＯＳ・・・有機溶剤
　ＤＳ・・・ＰＳ領域
　ＤＭ・・・ＰＭＭＡ領域
　Ｗ・・・ウエハ
　Ｌ・・・光源
【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５】

【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図６】

【手続補正１１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図８】

【手続補正１２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図９】
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